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承認第１号 

 

   丹波市税条例等の一部を改正する条例の制定に係る専決処分の承    

   認を求めることについて 

 

１ 提案の趣旨 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）が令和３年３月

31日に公布されたことに伴い、丹波市税条例等を改正する必要が生じたため、

丹波市税条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第179条第１項の規定により専決したので、同条第３項の規定

により報告し、承認を求めるものである。 

 

２ 改正の概要 

 (１) 固定資産税（土地）の負担調整措置 

    土地の税額算定における負担調整措置について、令和３年度から令和

５年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。その上で、

新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、令和３年度に限り、負

担調整措置により課税標準額が増加する土地について、前年度の課税標

準額に据え置く措置を講ずる。 

 (２) 軽自動車税環境性能割の税率区分の見直し 

    クリーンディーゼル車を税率区分の構造要件による対象から除くとと

もに、令和12年度燃費基準のもとで、令和３年４月１日以降の税率の適

用区分を定める。 

 (３) 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 

    適用期限を９か月延長し、令和３年12月31日までに取得したものを対

象とする。 

 (４) 軽自動車税種別割グリーン化特例（軽課）の見直し 

    クリーンディーゼル車をグリーン化特例（軽課）の構造要件による軽

減の対象から除くとともに、営業用乗用車・軽貨物自動車について、軽

減の区分の基準を令和12年度燃費基準に切替えを行ったうえで、２年間

延長する。 

 (５) 住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の延長 

    所得税において、控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例を令

和４年末までの入居者を対象とする措置等が講じられることに伴い、当

該措置の対象者についても、個人の市民税から控除する。 

 

３ 専決日 

  令和３年３月31日（専決第21号） 

 

４ 施行日 

  令和３年４月１日 

 

５ 新旧対照表 

  別紙のとおり 
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第１条関係 

丹波市税条例（平成16年丹波市条例第53号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市税条例 ○丹波市税条例 
平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第53号 条例第53号 

最終改正 令和２年９月30日条例第45号 最終改正 令和２年９月30日条例第45号 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告

書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告

書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しなければなら

ない者（以下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の

支払者（以下この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しなければなら

ない者（以下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の

支払者（以下この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 

(１) 当該給与支払者の氏名又は名称 (１) 当該給与支払者の氏名又は名称 

(２) 扶養親族の氏名 (２) 扶養親族の氏名 

(３) その他施行規則で定める事項 (３) その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定によ

る申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有

するものは、その年の中途において当該申告書に

記載した事項について異動を生じた場合には、前

項又は法第317条の３の２第１項の給与支払者か

らその異動を生じた日後最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、その異動の内容その他施行規則で定める事項

を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定によ

る申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有

するものは、その年の中途において当該申告書に

記載した事項について異動を生じた場合には、前

項又は法第317条の３の２第１項の給与支払者か

らその異動を生じた日後最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、その異動の内容その他施行規則で定める事項

を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申

告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受

理されたときは、その申告書は、その受理された

日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申

告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受

理されたときは、その申告書は、その受理された

日に市長に提出されたものとみなす。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得

税法第198条第２項に規定する納税地の所轄税務

署長の承認を受けている  場合には、施行規則

で定めるところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載す

べき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって施行規則で定めるものをいう。次条第４

項          において同じ。）により

提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第

48条の９の７の２において準用する令第８条の２

の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則

で定めるところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載す

べき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって施行規則で定めるものをいう。次条第４

項及び第53条の９第３項において同じ。）により

提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とあ

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とあ
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るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与

支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払

者が提供を受けたとき」と、「受理された日」と

あるのは「提供を受けた日」とする。 

るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与

支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払

者が提供を受けたとき」と、「受理された日」と

あるのは「提供を受けた日」とする。 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族申告書） 

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用

を受けるものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。）の支払を受ける者であって、

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する

者（以下この条において「公的年金等受給者」と

いう。）で市内に住所を有するものは、当該申告

書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６

第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この

条において「公的年金等支払者」という。）から

毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払

者を経由して、市長に提出しなければならない。 

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用

を受けるものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。）の支払を受ける者であって、

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する

者（以下この条において「公的年金等受給者」と

いう。）で市内に住所を有するものは、当該申告

書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６

第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この

条において「公的年金等支払者」という。）から

毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払

者を経由して、市長に提出しなければならない。 

(１) 当該公的年金等支払者の名称 (１) 当該公的年金等支払者の名称 

(２) 扶養親族の氏名 (２) 扶養親族の氏名 

(３) その他施行規則で定める事項 (３) その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第317条の３の３第１項の規定によ

る申告書を公的年金等支払者を経由して提出する

場合において、当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該公的年金等支払者を経由

して提出した前項又は法第317条の３の３第１項

の規定による申告書に記載した事項と異動がない

ときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支

払者が所得税法第203条の６第２項に規定する国

税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規

則で定めるところにより、前項又は法第317条の３

の３第１項の規定により記載すべき事項に代えて

当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条

の３の３第１項の規定による申告書を提出するこ

とができる。 

２ 前項又は法第317条の３の３第１項の規定によ

る申告書を公的年金等支払者を経由して提出する

場合において、当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該公的年金等支払者を経由

して提出した前項又は法第317条の３の３第１項

の規定による申告書に記載した事項と異動がない

ときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支

払者が所得税法第203条の６第２項に規定する国

税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規

則で定めるところにより、前項又は法第317条の３

の３第１項の規定により記載すべき事項に代えて

当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条

の３の３第１項の規定による申告書を提出するこ

とができる。 

３ 第１項の場合において、同項の規定による申告

書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者

に受理されたときは、その申告書は、その受理さ

れた日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 第１項の場合において、同項の規定による申告

書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者

に受理されたときは、その申告書は、その受理さ

れた日に市長に提出されたものとみなす。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所

得税法第203条の６第６項に規定する納税地の所

轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規

則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供するこ

とができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令

第48条の９の７の３において準用する令第８条の

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規

則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供するこ

とができる。 
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５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とあ

るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的

年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公

的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理

された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とあ

るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的

年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公

的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理

された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

（特別徴収税額） （特別徴収税額） 

第53条の８ 第53条の７の規定により徴収すべき分

離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 

第53条の８ 第53条の７の規定により徴収すべき分

離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 

(１) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条

第１項の規定による申告書（以下本条、次条第２

項及び       第53条の10第１項において

「退職所得申告書」という。）に、その支払うべ

きことが確定した年において支払うべきことが確

定した他の退職手当等ですでに支払がされたもの

（次号及び次条第１項において「支払済みの他の

退職手当等」という。）がない旨の記載がある場

合 その支払う退職手当等の金額について第53条

の３及び第53条の４の規定を適用して計算した税

額 

(１) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条

第１項の規定による申告書（以下この条、次条第

２項及び第３項並びに第53条の10第１項において

「退職所得申告書」という。）に、その支払うべ

きことが確定した年において支払うべきことが確

定した他の退職手当等ですでに支払がされたもの

（次号及び次条第１項において「支払済みの他の

退職手当等」という。）がない旨の記載がある場

合 その支払う退職手当等の金額について第53条

の３及び第53条の４の規定を適用して計算した税

額 

(２) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職

所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある

旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手

当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合

計額について第53条の３及び第53条の４の規定を

適用して計算した税額から、その支払済みの他の

退職手当等につき第53条の７の規定により徴収さ

れた又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の

額を控除した残額に相当する税額 

(２) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職

所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある

旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手

当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合

計額について第53条の３及び第53条の４の規定を

適用して計算した税額から、その支払済みの他の

退職手当等につき第53条の７の規定により徴収さ

れた又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の

額を控除した残額に相当する税額 

２ 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受け

る時までに退職所得申告書を提出していないとき

は、第53条の７の規定により徴収すべき分離課税

に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金

額について第53条の３及び第53条の４の規定を適

用して計算した税額とする。 

２ 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受け

る時までに退職所得申告書を提出していないとき

は、第53条の７の規定により徴収すべき分離課税

に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金

額について第53条の３及び第53条の４の規定を適

用して計算した税額とする。 

（退職所得申告書） （退職所得申告書） 

第53条の９ 退職手当等の支払を受ける者でその退

職手当等の支払を受けるべき日の属する年の１月

１日現在において市内に住所を有する者は、その

支払を受ける時までに、施行規則第５号の９様式

による申告書をその退職手当等の支払をする者を

経由して、市長に提出しなければならない。この

場合において、支払済みの他の退職手当等がある

旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告

書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第32

8条の14の規定により交付される特別徴収票を添

付しなければならない。 

第53条の９ 退職手当等の支払を受ける者でその退

職手当等の支払を受けるべき日の属する年の１月

１日現在において市内に住所を有する者は、その

支払を受ける時までに、施行規則第５号の９様式

による申告書をその退職手当等の支払をする者を

経由して、市長に提出しなければならない。この

場合において、支払済みの他の退職手当等がある

旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告

書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第32

8条の14の規定により交付される特別徴収票を添

付しなければならない。 

２ 前項の場合において、退職所得申告書がその提

出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に

受理されたときは、その退職所得申告書は、その

受理された時に市長に提出されたものとみなす。 

２ 前項の場合において、退職所得申告書がその提

出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に

受理されたときは、その退職所得申告書は、その

受理された時に市長に提出されたものとみなす。 
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 ３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職

所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の

支払をする者が令第48条の18において準用する令

第８条の２の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該退職所

得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払

をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべ

き事項を電磁的方法により提供することができ

る。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の

規定の適用については、同項中「退職所得申告書

が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事

項を」と、「支払をする者に受理されたとき」と

あるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、

「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」

とする。 

（環境性能割の税率） （環境性能割の税率） 

第81条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車

に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に

定める率とする。 

第81条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車

に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に

定める率とする。 

(１) 法第451条第１項（同条第４項      

において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの 100分の１ 

(１) 法第451条第１項（同条第４項又は第５項 

において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの 100分の１ 

(２) 法第451条第２項（同条第４項      

において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの 100分の２ 

(２) 法第451条第２項（同条第４項又は第５項 

において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの 100分の２ 

(３) 法第451条第３項の規定の適用を受けるも

の 100分の３ 

(３) 法第451条第３項の規定の適用を受けるも

の 100分の３ 

附 則 附 則 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割

合） 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割

合） 

第10条の２ 法附則第15条第２項第１号に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

第10条の２ 法附則第15条第２項第１号に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する市町村の

条例で定める割合は４分の３とする。 

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する市町村の

条例で定める割合は４分の３とする。 

３ 法附則第15条第８項に規定する市町村の条例で

定める割合は４分の３とする。 

 

４ 法附則第15条第30項第１号イに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

３ 法附則第15条第27項第１号イに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

５ 法附則第15条第30項第１号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

４ 法附則第15条第27項第１号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

６ 法附則第15条第30項第１号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

５ 法附則第15条第27項第１号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

７ 法附則第15条第30項第１号ニに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

６ 法附則第15条第27項第１号ニに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

８ 法附則第15条第30項第２号イに規定する設備に ７ 法附則第15条第27項第２号イに規定する設備に
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ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

９ 法附則第15条第30項第２号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

８ 法附則第15条第27項第２号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

10 法附則第15条第30項第２号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

９ 法附則第15条第27項第２号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

11 法附則第15条第30項第３号イに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

10 法附則第15条第27項第３号イに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

12 法附則第15条第30項第３号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

11 法附則第15条第27項第３号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

13 法附則第15条第30項第３号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

12 法附則第15条第27項第３号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合は

２分の１とする。 

14 法附則第15条第34項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

13 法附則第15条第30項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

15 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

14 法附則第15条第34項に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

16 法附則第15条第39項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

15 法附則第15条第35項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

17 法附則第15条第41項に規定する市町村の条例で

定める割合は０とする。 

 

18 法附則第15条第47項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

16 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

19 法附則第15条の８第２項に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

17 法附則第15条の８第２項に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

20 法附則第64条に規定する市町村の条例で定める

割合は０とする。 

18 法附則第64条に規定する市町村の条例で定める

割合は０とする。 

（土地に対して課する平成30年度から令和２年度

までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語

の意義） 

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語

の意義） 

第11条 次条から附則第14条までにおいて、次の各

号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲

げる規定に定めるところによる。 

第11条 次条から附則第14条までにおいて、次の各

号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲

げる規定に定めるところによる。 

(１) 農地 法附則第17条第１号 (１) 農地 法附則第17条第１号 

(２) 宅地等 法附則第17条第２号 (２) 宅地等 法附則第17条第２号 

(３) 住宅用地 法附則第17条第３号 (３) 住宅用地 法附則第17条第３号 

(４) 商業地等 法附則第17条第４号 (４) 商業地等 法附則第17条第４号 

(５) 負担水準 法附則第17条第８号イ (５) 負担水準 法附則第17条第８号イ 

(６) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附

則第18条第６項（附則第13条の場合には、法附

則第19条第２項において準用する法附則第18条

第６項） 

(６) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附

則第18条第６項（附則第13条の場合には、法附

則第19条第２項において準用する法附則第18条

第６項） 

（令和元年度又は令和２年度における土地の価格

の特例） 

（令和４年度又は令和５年度における土地の価格

の特例） 

第11条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件か 第11条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件か
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らみて類似の利用価値を有すると認められる地域

において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正

前の価格（法附則第17条の２第１項に規定する修

正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税

の課税標準とすることが固定資産税の課税上著し

く均衡を失すると認める場合における当該土地に

対して課する固定資産税の課税標準は、第61条の

規定にかかわらず、令和元年度分又は令和２年度

分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法

附則第17条の２第１項に規定する修正価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

らみて類似の利用価値を有すると認められる地域

において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正

前の価格（法附則第17条の２第１項に規定する修

正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税

の課税標準とすることが固定資産税の課税上著し

く均衡を失すると認める場合における当該土地に

対して課する固定資産税の課税標準は、第61条の

規定にかかわらず、令和４年度分又は令和５年度

分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法

附則第17条の２第１項に規定する修正価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和元年度

適用土地又は令和元年度類似適用土地であって、

令和２年度分の固定資産税について前項の規定の

適用を受けないこととなるものに対して課する同

年度分の固定資産税の課税標準は、第61条の規定

にかかわらず、修正された価格（法附則第17条の

２第２項に規定する修正された価格をいう。）で

土地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和４年度

適用土地又は令和４年度類似適用土地であって、

令和５年度分の固定資産税について前項の規定の

適用を受けないこととなるものに対して課する同

年度分の固定資産税の課税標準は、第61条の規定

にかかわらず、修正された価格（法附則第17条の

２第２項に規定する修正された価格をいう。）で

土地課税台帳等に登録されたものとする。 

（宅地等に対して課する平成30年度から令和２年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第12条 宅地等に係る平成30年度から令和２年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第34

9条の３の２の規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に100分の５を乗

じて得た額を加算した額           

                      

   （当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３又は附則第15条から第15条

の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該宅地等調整固定

資産税額とする。 

第12条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第34

9条の３の２の規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に100分の５を乗

じて得た額を加算した額（令和３年度分の固定資

産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標

準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３又は附則第15条から第15条

の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該宅地等調整固定

資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成

30年度から令和２年度までの各年度分 の宅地等

調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税

額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて

得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３又は附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分      の宅地等

調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税

額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて

得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３又は附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固
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定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額を超える場合には、同項の規定

にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額を超える場合には、同項の規定

にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成

30年度から令和２年度までの各年度分の宅地等調

整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得た

額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第349条の３又は附則第15条から第15条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額に満たない場合には、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分     の宅地等調

整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得た

額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第349条の３又は附則第15条から第15条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額に満たない場合には、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成30年度か

ら令和２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は附則第15

条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」

という。）とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和３年度か

ら令和５年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は附則第15

条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」

という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.7を超えるものに係る平成30年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第349条の３又は

附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下「商

業地等調整固定資産税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.7を超えるものに係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第349条の３又は

附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下「商

業地等調整固定資産税額」という。）とする。 

（農地に対して課する平成30年度から令和２年度

までの各年度分の固定資産税の特例） 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の特例） 

第13条 農地に係る平成30年度から令和２年度まで

の各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る

当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当

該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産

税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資

産税について法第349条の３又は附則第15条から

第15条の３までの規定の適用を受ける農地である

第13条 農地に係る令和３年度から令和５年度まで

の各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る

当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当

該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産

税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資

産税について法第349条の３又は附則第15条から

第15条の３までの規定の適用を受ける農地である
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ときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額             ）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる

負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担

調整率を乗じて得た額            

                      

  を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）

を超える場合には、当該農地調整固定資産税額と

する。 

ときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額。以下この項において同じ。）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる

負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担

調整率を乗じて得た額（令和３年度分の固定資産

税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準

額）を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）

を超える場合には、当該農地調整固定資産税額と

する。 

負担水準の区分 負担調整率 

0.9以上のもの 1.025 

0.8以上0.9未満のもの 1.05 

0.7以上0.8未満のもの 1.075 

0.7未満のもの 1.1 
 

負担水準の区分 負担調整率 

0.9以上のもの 1.025 

0.8以上0.9未満のもの 1.05 

0.7以上0.8未満のもの 1.075 

0.7未満のもの 1.1 
 

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定の

適用がある宅地等（附則第11条第２号に掲げる宅

地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の

３の２又は附則第15条から第15条の３までの規定

の適用がある宅地等を除く。）に対して課する平

成30年度から令和２年度までの各年度分の特別土

地保有税については、第137条第１号及び第140条

の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資

産税に係る附則第12条第１項から第５項までに規

定する課税標準となるべき額」とする。 

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定の

適用がある宅地等（附則第11条第２号に掲げる宅

地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の

３の２又は附則第15条から第15条の３までの規定

の適用がある宅地等を除く。）に対して課する令

和３年度から令和５年度までの各年度分の特別土

地保有税については、第137条第１号及び第140条

の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資

産税に係る附則第12条第１項から第５項までに規

定する課税標準となるべき額」とする。 

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土

地の取得のうち平成18年１月１日から令和３年３

月31日までの間にされたものに対して課する特別

土地保有税については、第137条第２号中「不動産

取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不

動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第1

1条の５第１項の規定の適用がないものとした場

合における課税標準となるべき価格をいう。）に

２分の１を乗じて得た額」とし、「令第54条の38

第１項に規定する価格」とあるのは「令第54条の3

8第１項に規定する価格（法附則第11条の５第１項

の規定の適用がないものとした場合における価格

をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。 

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土

地の取得のうち平成18年１月１日から令和６年３

月31日までの間にされたものに対して課する特別

土地保有税については、第137条第２号中「不動産

取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不

動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第1

1条の５第１項の規定の適用がないものとした場

合における課税標準となるべき価格をいう。）に

２分の１を乗じて得た額」とし、「令第54条の38

第１項に規定する価格」とあるのは「令第54条の3

8第１項に規定する価格（法附則第11条の５第１項

の規定の適用がないものとした場合における価格

をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。 

３ 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年

（当該土地の取得の日が１月１日である場合にあ

っては、同日の属する年の翌年）の末日の属する

年度以後の年度における当該土地に対して課する

特別土地保有税の課税標準は、第134条第１項の土

地の取得価額又は修正取得価格のいずれか低い金

額とする。 

３ 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年

（当該土地の取得の日が１月１日である場合にあ

っては、同日の属する年の翌年）の末日の属する

年度以後の年度における当該土地に対して課する

特別土地保有税の課税標準は、第134条第１項の土

地の取得価額又は修正取得価格のいずれか低い金

額とする。 

４ 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第

８条の５第１項に規定する額（当該額が、次の各

号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める

額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる

４ 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第

８条の５第１項に規定する額（当該額が、次の各

号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める

額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる
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金額）をいう。 金額）をいう。 

(１) 宅地評価土地（宅地及び法附則第17条第４

号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。）

 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じ

て得た額 

(１) 宅地評価土地（宅地及び法附則第17条第４

号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。）

 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じ

て得た額 

(２) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土

地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属

する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地

に係る評価倍率（土地評価審議会に係る土地の

評価についての基本的事項等に関する省令（平

成３年大蔵省令第33号）第２条の規定により国

税局長が国税局及び税務署において閲覧に供す

るものとされている土地の評価に関する事項に

おいて定められている倍率をいう。以下同じ。）

を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額（評価倍率

の定めのない宅地評価土地以外の土地にあって

は、市長が適当であると認める率を乗じて得た

額） 

(２) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土

地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属

する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地

に係る評価倍率（土地評価審議会に係る土地の

評価についての基本的事項等に関する省令（平

成３年大蔵省令第33号）第２条の規定により国

税局長が国税局及び税務署において閲覧に供す

るものとされている土地の評価に関する事項に

おいて定められている倍率をいう。以下同じ。）

を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額（評価倍率

の定めのない宅地評価土地以外の土地にあって

は、市長が適当であると認める率を乗じて得た

額） 

５ 法附則第31条の３第３項の規定の適用がある土

地に対して課する特別土地保有税については、第1

37条第１号（第１項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）中「控除した額」とあるの

は、「控除した額の３分の１に相当する額」とす

る。 

５ 法附則第31条の３第３項の規定の適用がある土

地に対して課する特別土地保有税については、第1

37条第１号（第１項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）中「控除した額」とあるの

は、「控除した額の３分の１に相当する額」とす

る。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第15条の２ 法第451条第１項第１号（同条第４項 

    において準用する場合を含む。）に掲げ

る３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以

下この条において同じ。）に対しては、当該３輪

以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から令

和３年３月31日までの間（附則第15条の６第３項

において「特定期間」という。）に行われたとき

に限り、第80条第１項の規定にかかわらず、軽自

動車税の環境性能割を課さない。 

第15条の２ 法第451条第１項第１号（同条第４項又

は第５項において準用する場合を含む。）に掲げ

る３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以

下この条において同じ。）に対しては、当該３輪

以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から令

和３年12月31日までの間（附則第15条の６第３項

において「特定期間」という。）に行われたとき

に限り、第80条第１項の規定にかかわらず、軽自

動車税の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の２の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴

収は、当分の間、第１章第２節の規定にかかわら

ず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例

により、行うものとする。 

第15条の２の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴

収は、当分の間、第１章第２節の規定にかかわら

ず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例

により、行うものとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽

自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、３輪以

上の軽自動車が法第446条第１項（同条第２項  

   において準用する場合を含む。）又は法第4

51条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条

第４項     において準用する場合を含む。）

の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定

等（法附則第29条の９第３項に規定する国土交通

大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基

づき当該判断をするものとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽

自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、３輪以

上の軽自動車が法第446条第１項（同条第２項又は

第３項において準用する場合を含む。）又は法第4

51条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条

第４項又は第５項において準用する場合を含む。）

の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定

等（法附則第29条の９第３項に規定する国土交通

大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基

づき当該判断をするものとする。 
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３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課

徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その

納付すべき額について不足額があることを附則第

15条の４の規定により読み替えられた第81条の６

第１項の納期限（納期限の延長があったときは、

その延長された納期限）後において知った場合に

おいて、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣

の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段

（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直

接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段

を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けた

ことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大

臣の認定等を取り消したことによるものであると

きは、当該申請をした者又はその一般承継人を当

該不足額に係る３輪以上の軽自動車について法附

則第29条の11の規定によりその例によることとさ

れた法第161条第１項に規定する申告書を提出す

べき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみなし

て、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用

する。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課

徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その

納付すべき額について不足額があることを附則第

15条の４の規定により読み替えられた第81条の６

第１項の納期限（納期限の延長があったときは、

その延長された納期限）後において知った場合に

おいて、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣

の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段

（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直

接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段

を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けた

ことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大

臣の認定等を取り消したことによるものであると

きは、当該申請をした者又はその一般承継人を当

該不足額に係る３輪以上の軽自動車について法附

則第29条の11の規定によりその例によることとさ

れた法第161条第１項に規定する申告書を提出す

べき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみなし

て、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用

する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額

に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額

に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の

軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444

条第３項に規定する車両番号の指定（次項から第

５項までにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して14年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る

第82条の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第16条 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の

軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444

条第３項に規定する車両番号の指定（次項から第

８項までにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して14年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る

第82条の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第２号ア（イ） 3,900円 4,600円

第２号ア（ウ）a 6,900円 8,200円

10,800円 12,900円

第２号ア（ウ）b 3,800円 4,500円

5,000円 6,000円
 

第２号ア（イ） 3,900円 4,600円

第２号ア（ウ）a 6,900円 8,200円

10,800円 12,900円

第２号ア（ウ）b 3,800円 4,500円

5,000円 6,000円
 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の適用

については、当該軽自動車が平成31年４月１日か

ら令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の適用

については                 

                      

                      

     、当該軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） 3,900円 1,000円 第２号ア（イ） 3,900円 1,000円 
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第２号ア（ウ）a 6,900円 1,800円

10,800円 2,700円

第２号ア（ウ）b 3,800円 1,000円

5,000円 1,300円
 

第２号ア（ウ）a 6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

第２号ア（ウ）b 3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 
 

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる

法第446条第１項第３号に規定するガソリン軽自

動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のものに対す

る第82条の規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる

法第446条第１項第３号に規定するガソリン軽自

動車（以下この条    において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のものに対す

る第82条の規定の適用については       

                      

                      

                   、当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第２号ア（イ） 3,900円 2,000円

第２号ア（ウ）a 6,900円 3,500円

10,800円 5,400円

第２号ア（ウ）b 3,800円 1,900円

5,000円 2,500円
 

第２号ア（イ） 3,900円 2,000円 

第２号ア（ウ）a 6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

第２号ア（ウ）b 3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 
 

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる

ガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（前項の

規定の適用を受けるものを除く。）に対する第82

条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる

ガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（前項の

規定の適用を受けるものを除く。）に対する第82

条の規定の適用については          

                      

                      

                、当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第２号ア（イ） 3,900円 3,000円

第２号ア（ウ）a 6,900円 5,200円

10,800円 8,100円

第２号ア（ウ）b 3,800円 2,900円

5,000円 3,800円
 

第２号ア（イ） 3,900円 3,000円 

第２号ア（ウ）a 6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

第２号ア（ウ）b 3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
 

５ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のものに

対する第82条の規定の適用については、当該軽自動

車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令

和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

５ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のもの

に対する第82条の規定の適用については、当該軽

自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽

自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲
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れ同表の右欄に掲げる字句とする。 げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

 ６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車（自家用の乗用のものを除

く。）に対する第82条の規定の適用については、

当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、

第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

 ７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける３輪

以上のガソリン軽自動車（営業用の乗用のものに

限る。）に対する第82条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令

和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割

に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１

日から令和５年３月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税

の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

 ８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける３輪

以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適用を受

けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）

に対する第82条の規定の適用については、当該ガ

ソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年

３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種

別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴

収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から

第５項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは、国

土交通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に

規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴

収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から

第８項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは、国

土交通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に

規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額に

ついて不足額があることを第83条第２項の納期限

（納期限の延長があったときは、その延長された

納期限）後において知った場合において、当該事

実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額に

ついて不足額があることを第83条第２項の納期限

（納期限の延長があったときは、その延長された

納期限）後において知った場合において、当該事

実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請
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をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提

供した者の偽りその他不正の手段を含む。）によ

り国土交通大臣の認定等を受けたことを事由とし

て国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取

り消したことによるものであるときは、当該申請

をした者又はその一般承継人を賦課期日現在にお

ける当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有

者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定

（第87条及び第88条の規定を除く。）を適用する。 

をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提

供した者の偽りその他不正の手段を含む。）によ

り国土交通大臣の認定等を受けたことを事由とし

て国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取

り消したことによるものであるときは、当該申請

をした者又はその一般承継人を賦課期日現在にお

ける当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有

者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定

（第87条及び第88条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、

これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、

これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金

等特別税額控除の特例） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金

等特別税額控除の特例） 

第25条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き新型コロナウイルス感染症特例法第６条第４項

の規定の適用を受けた場合における附則第７条の

３の２第１項の規定の適用については、同項中「令

和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。 

第25条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き新型コロナウイルス感染症特例法第６条第４項

の規定の適用を受けた場合における附則第７条の

３の２第１項の規定の適用については、同項中「令

和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。 

 ２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新

型コロナウイルス感染症特例法第６条の２第１項

の規定の適用を受けた場合における附則第７条の

３の２第１項の規定の適用については、同項中「令

和15年度」とあるのは「令和17年度」と、「令和

３年」とあるのは「令和４年」とする。 
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第２条関係 

丹波市税条例等の一部を改正する条例（平成31年丹波市条例第53号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市税条例等の一部を改正する条例 ○丹波市税条例等の一部を改正する条例 
平成31年３月29日 平成31年３月29日 

条例第22号 条例第22号 

最終改正 令和２年９月30日条例第45号 最終改正 令和２年９月30日条例第45号 

第３条 丹波市税条例の一部を次のように改正する。 第３条 丹波市税条例の一部を次のように改正する。 

第48条第１項中「第４項、第19項、第22項及び第

23項」を「第31項、第34項及び第35項」に、「第1

0項、第11項及び第13項」を「第９項、第10項及び

第12項」に、「第４項、第19項及び第23項」を「第

31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条第3

4項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同

条第２項中「第66条の７第５項及び第11項又は第6

8条の91第４項及び第10項」を「第66条の７第４項

及び第10項」に、「第321条の８第24項」を「第32

1条の８第36項」に改め、同条第３項中「第66条の

９の３第４項及び第10項又は第68条の93の３第４

項及び第10項」を「第66条の９の３第３項及び第９

項」に、「第321条の８第25項」を「第321条の８第

37項」に改め、同条第４項中「第321条の８第26項」

を「第321条の８第38項」に改め、同条第５項中「第

321条の８第22項」を「第321条の８第34項」に、「同

条第21項」を「同条第33項」に、「、第４項又は第

19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同

条第35項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第

19項」を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同

条第34項」に、「第321条の８第23項」を「第321

条の８第35項」に改め、同条第７項中「第321条の

８第22項」を「第321条の８第34項」に、「、第４

項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同項第２

号中「第321条の８第23項」を「第321条の８第35

項」に改め、同条第９項を削り、同条第10項中「第

321条の８第42項」を「第321条の８第52項」に、「同

条第42項」を「同条第52項」に、「第12項」を「第

11項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第11

項を同条第10項とし、同条第12項中「第10項」を「第

９項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13

項中「第10項」を「第９項」に、「第75条の４第２

項」を「第75条の５第２項」に改め、同項を同条第

12項とし、同条第14項を同条第13項とし、同条第1

5項中「第13項」を「第12項」に、「第10項」を「第

９項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16

項中「第13項前段」を「第12項前段」に、「第321

条の８第51項」を「第321条の８第61項」に、「第1

0項」を「第９項」に改め、同項を同条第15項とし、

同条第17項中「第13項後段」を「第12項後段」に、

「第15項」を「第14項」に、「第75条の４第３項若

しくは第６項（同法第81条の24の３第２項において

準用する場合を含む。）」を「第75条の５第３項若

第48条第１項中「第４項、第19項、第22項及び第

23項」を「第31項、第34項及び第35項」に、「第1

0項、第11項及び第13項」を「第９項、第10項及び

第12項」に、「第４項、第19項及び第23項」を「第

31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条第3

4項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同

条第２項中「第66条の７第５項及び第11項又は第6

8条の91第４項及び第10項」を「第66条の７第４項

及び第10項」に、「第321条の８第24項」を「第32

1条の８第36項」に改め、同条第３項中「第66条の

９の３第４項及び第10項又は第68条の93の３第４

項及び第10項」を「第66条の９の３第３項及び第９

項」に、「第321条の８第25項」を「第321条の８第

37項」に改め、同条第４項中「第321条の８第26項」

を「第321条の８第38項」に改め、同条第５項中「第

321条の８第22項」を「第321条の８第34項」に、「同

条第21項」を「同条第33項」に、「、第４項又は第

19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同

条第35項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第

19項」を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同

条第34項」に、「第321条の８第23項」を「第321

条の８第35項」に改め、同条第７項中「第321条の

８第22項」を「第321条の８第34項」に、「、第４

項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同項第２

号中「第321条の８第23項」を「第321条の８第35

項」に改め、同条第９項を削り、同条第10項中「第

321条の８第42項」を「第321条の８第60項」に、「同

条第42項」を「同条第60項」に、「第12項」を「第

11項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第11

項を同条第10項とし、同条第12項中「第10項」を「第

９項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13

項中「第10項」を「第９項」に、「第75条の４第２

項」を「第75条の５第２項」に改め、同項を同条第

12項とし、同条第14項を同条第13項とし、同条第1

5項中「第13項」を「第12項」に、「第10項」を「第

９項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16

項中「第13項前段」を「第12項前段」に、「第321

条の８第51項」を「第321条の８第69項」に、「第1

0項」を「第９項」に改め、同項を同条第15項とし、

同条第17項中「第13項後段」を「第12項後段」に、

「第15項」を「第14項」に、「第75条の４第３項若

しくは第６項（同法第81条の24の３第２項において

準用する場合を含む。）」を「第75条の５第３項若
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しくは第６項」に、「第10項」を「第９項」に改め、

同項を同条第16項とする。 

しくは第６項」に、「第10項」を「第９項」に改め、

同項を同条第16項とする。 

第50条第２項中「、第４項又は第19項」を「又は

第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に、

「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、

同条第３項中「、第４項又は第19項」を「又は第3

1項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定す

る申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合に

は、当該連結子法人との間に連結完全支配関係があ

る連結親法人（法人税法第２条第12号の６の７に規

定する連結親法人をいう。以下この項において同

じ。）若しくは連結完全支配関係があつた連結親法

人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税

に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号

において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４

項又は第19項」を「又は第31項」に       

                    改め

る。 

第50条第２項中「、第４項又は第19項」を「又は

第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に、

「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、

同条第３項中「、第４項又は第19項」を「又は第3

1項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定す

る申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合に

は、当該連結子法人との間に連結完全支配関係があ

る連結親法人（法人税法第２条第12号の６の７に規

定する連結親法人をいう。以下この項において同

じ。）若しくは連結完全支配関係があつた連結親法

人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税

に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号

において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４

項又は第19項」を「又は第31項」に、「第48条の1

5の５第４項」を「第48条の15の４第４項」に改め

る。 

第52条第４項               

                  から第６

項までを削る。 

第52条第３項中「第48条の15の５第４項」を「第

48条の15の４第４項」に改め、同条第４項から第６

項までを削る。 

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 附則第３条の２第１項中「及び第４項」を削る。 

 附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法

人税法第81条の24第１項の規定により延長された

法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期

限」を削り、同条第２項中「又は法第321条の８第

４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期

間」を削る。 

 

- 16 -


